
65歳以上の公的年金受給者で、住民税を納税されている方へお知らせ
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公的年金から、住民税が特別徴収（天引き）されます
　公的年金受給者の納税の便宜や市町村の住民税徴収事務の効率化を図るため、個人住民税の公的年金からの
特別徴収（天引き）制度が平成 21 年 10 月から実施されています。
　特別徴収の対象となるのは、公的年金等に係る税額のみで、その他の所得に係る税額については普通徴収（個
人納付）または給与からの特別徴収となります。
  なお、今年あらたに特別徴収の対象になられた方については、10 月の年金分から特別徴収が開始されますの
でご注意ください。

※�住民税の年金からの特別徴収制度は、納税方法の変更であり、この制度により新たに税負担が生じるもので
はありません。

※�この制度に基づく住民税額は、その年の 5月から 6月にかけて市が決定（計算）し、年金保険者（日本年金
機構など）へ個人住民税の特別徴収を依頼します。

◆年金特別徴収の仮徴収税額の算定方法の見直しについて（仮徴収税額の平準化）
　年間の年金特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額（4・6・8月）を「前年度の特別徴収税額（年税
額）の 2分の 1に相当する額とする」こととなりました。適用時期は平成 28年 10月 1日以後に実施する特
別徴収から適用となり、改正後の計算方法により仮徴収が行われるのは、平成 29年度からです。なお、本改
正は仮徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、年税額の増減が生じるものではありません。

特別徴収の対象になる年金
　老齢年金・退職共済年金等
　※障害年金や遺族年金は課税の対象ではないため、特別徴収の対象にはなりません。
特別徴収の対象となる方
　今年 4月 1日現在 65歳以上で年金を受給されている方のうち、前年の年金所得で住民税の納税分がある方
　※�老齢基礎年金等の給付年額が 18 万円未満の方、介護保険料を天引きされていない方、転出された方、　　

などで、特別徴収の対象とならない場合もあります。
■問い合わせ　税務課�市民税担当　（内線 153・154・155）
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税金・救急救命


